
 

（お知らせ） 

令和７年１２月２６日 

防   衛   省 

 

 

防衛省における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等処理実行計画 

実施状況について 

 

 

 防衛省における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等処理実行計画に基づき、

各年度末の高濃度ＰＣＢ廃棄物等及び低濃度ＰＣＢ廃棄物等の保有量を下記の

とおりお知らせします。 

 

記 

 

１．防衛省が管理する施設の高濃度ＰＣＢ廃棄物等の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 

 
 
 
 
 
 

※１ 防衛省における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等処理実行計画による種別であり、中間貯蔵・環境

安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）への登録による種別と異なる（以下同じ） 

※２ 令和６年度末時点の安定器の保有量は、令和５年度末以降に新たに発見されたものを含む 

 

＜高濃度ＰＣＢ使用製品保有量＞ 

 

 

 

 

 

  



 

２．各中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の処理施設管内の高濃度

ＰＣＢ廃棄物等の保有量 

 ⑴ 北海道ＪＥＳＣＯ管轄の高濃度ＰＣＢ廃棄物の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 

 

 

 

 

 
⑵ 東京ＪＥＳＣＯ管轄の高濃度ＰＣＢ廃棄物の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 
 
 
 
 
 
⑶ 北九州ＪＥＳＣＯ管轄の高濃度ＰＣＢ廃棄物の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 
 
 
 
 
 
⑷ 北海道・東京ＪＥＳＣＯ管轄の高濃度ＰＣＢ廃棄物等の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 
 
 
 
 
 
 

＜高濃度ＰＣＢ使用製品保有量＞ 

 
 
 
 



 

⑸ 北九州・大阪・豊田ＪＥＳＣＯ管轄の高濃度ＰＣＢ廃棄物の保有量 

＜高濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 
 
 
 
 
 
 

３．防衛省が管理する施設の低濃度ＰＣＢ廃棄物等の保有量 

＜低濃度ＰＣＢ廃棄物保有量＞ 
 
 
 
 
 
 
 
＜低濃度ＰＣＢ使用製品保有量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が管理する施設の高濃度ＰＣＢ

廃棄物等及び低濃度ＰＣＢ廃棄物等の保有量 

 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が管理する施設では、高濃度Ｐ

ＣＢ廃棄物等及び低濃度ＰＣＢ廃棄物等を保有していません。 

 

 

 

 

以 上 


